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 「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」の別紙の一部

改正について 

 

 我が国から欧州連合等向けに養殖魚介類を使用した水産食品等を輸出する場

合の残留動物用医薬品等のモニタリングについては、「農林水産物及び食品の輸

出証明書の発行等に関する手続規程」（令和２年４月１日付け財務大臣・厚生労

働大臣・農林水産大臣決定）の別紙 EU-S1「英国、欧州連合、スイス及びノルウ

ェー向け輸出水産食品の取扱要綱」（以下「取扱要綱」という。）に基づき取り扱

われているところです。 

今般、取扱要綱の「８．養殖魚介類を使用した水産食品等の残留動物用医薬品

等の取扱い」等及び同要綱別添８－１の適用除外の濾過摂食生物の定義につい

て下記のとおり改正を行いました。 

以上、御了知の上、対応方よろしくお願いします。 

また、関係事業者への周知等について特段の御配慮をお願いします。 

 

記 



 

 

１ 取扱要綱８について 

 検体数の算定規定、検査対象物質の分類、サンプリングの頻度等の見直しを

行った。 

 

２ 取扱要綱別添３－３  

養殖場等の管理についてのチェックリストに、残留動物用医薬品等モニタリ

ングを円滑化するために養殖事業者のサンプリングへの協力項目を追加した。 

 

３ 取扱要綱別添６について 

  養殖魚介類を用いた対ＥＵ輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタ

リング対象物質（ＥＵ規則にて定められている物質）について、ＥＵ規則の改

正分類に応じた改正を行った。 

 

４ 取扱要綱別添７について 

 検査において基準を超える等の異常値を確認した場合の措置について、ＥＵ

規則の改正分類に応じた改正を行った。 

 

５ 取扱要綱別添８－１について 

ＥＵ向け輸出ホタテガイ等二枚貝の生産海域、浄化センター等の認定等に関

する基準の適用除外の濾過摂食生物の定義の変更を行った。 

 

６ その他 

  令和４年の動物用医薬品等の残留モニタリング検査の実施及び対英国用の

事務は、改正前の取扱要綱に従う。 

 


